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り
、
ヨ

E
E
v
L
円以内戸ぺ
E
L
X
Xふ
A
L
P
v
c
L
5
2
2
E
ヲ
ν
5ぷ～｝〈
5

5

中
絶
川
尻
引
に
吋
ず
る
u

州
諸

審
告
が
波
棄
さ
れ
、
ー
不
ψ
i
h
弘
負
担
d

l

ζ

い
う
緩
や
か
な
μ
Jギ
ホ
が
迫
用
さ
れ
、
州
心
中
治
法
心
改

H
が
合
憲
こ
さ
れ
ト
、
n

f
の
よ
う
に
、

十
人
体
的
デ
ユ
・

7
日
セ
ス
ケ
一
め
く
る
判
例
は

一
貫
性
十
ふ
ん
く
も
の
と
な
っ
て
レ
る
じ

ギ
官
ti県
伊ィ、
／［十：iS
わ f言
れ手じ
た〆1
"' タトエの
3 策
~ ,,, 

~ ，，ご
二の
見習予

歌主
取引｛
弓も
刀、

~；1 ↑；I) 

民
し
て
レ
な
い
－
例
え
ば
、

警
察
ー
の
髪
店
店
村
ず
る
規
制
乃
台

一
般
国
民
よ
り
も
大
き
ょ
円
規
制
を
叉
け
る
地
位
に
あ
る
と
し
、
誓
察
（
パ
（
心

髪
E
一
の
は
制
は
、

不
合
理
た
税
制
に
は
hvl
た
ら
必
い
と
じ
ん
υ
窓
と
し

ν

こ
こ
で
瓜
い
ら
れ
た
容
を
甘
沼
市
ー
は
、
出

5
5
5コ
ロ
判
渋
バ
d

引
き
介
い
H

刑
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
h
ず
る
よ
つ
に
、
れ
済
規
制
lv
は
？
と
同
様
の
令
市
民
一
性
心
主
準
で
あ
る

ま
こ
、
ホ
モ
セ
ャ
、
ン
ヤ
ル
心
ブ
フ
イ
ハ
ン

i
の
権
利
が
問
題
と
は
ハ
一
ー
な
出
3
4
2
ペ

中
入
、

ホ
モ
勾
ク
、
ノ
ャ
ル
の
権
利
目

711米？］れて＇＜•ない椿ギlj Cl（詳；入j

＋
円
八
本
的
自
力
い
あ
た
、
り
な
い
と
、
）
、
古
川
一
性
の
草
川
に
ぷ
り
ソ
ド
～

i
t行
九
の
処
罰
乞
i
J
J
J
「
「
7
1

こ
れ
に
村
、
二

同
叫
す
る
」
と
の
と
き
る
預
什
伐
の
紙
凶
を
限
定
、
ど
J
冬
、
測
の
ム
円
窓
性
M
J
4
7
わ
れ
た
ど

cc早
♂

F
J
Z
C｛

3
1

は
、
結
締
や
家
族
ペ
J

活
に
闘
す
J

る
選
択
の
つ
い
叶
」
が
、
「
わ
が
日
の
暦
山
人
乙
伝
統
に
深
く
筏
さ
し
て
い

こ
1
1
条
例

審
笠
基
地
？
に
つ
い
て
は
、

や
む
ピ
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
川
町
不
的
に
目
安
ボ
せ
ず
、

政
材
利
昌
の
雨
H4仏性

ι

エシ〕
t
口
一
」
J

ノ～一
o

h
一
三
に
今
J郎
、

j

l

j

7

：
 

胤
刑
判
に
よ
り
符
ら
れ
る
列
井
を
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
日
ら
な
い
乙
し
て
い

ry
一

ま
三
、
恒
物
状
怒
患
者
心
延
命
治
療
の
ん
」
戸
川
浮
か
問
題
、
こ
な
つ
り
に
門

E
N
R
W
C
M
2号
己
こ
門
涼

5
2
5
u
c七
三
C
2
2
久
司
2
E
F
は、

イ
ン
ノ

t
l
ム
ド
？
〆
七

J
r
に
基
づ
く
延
命
治
療
の
担
否
権
が
、

名
川
川
法
b
l

述
じ
ご
認
め
ノ
ら
、
れ
る
原
則
ヲ
で
お
る
と
し
た
。
干
し
て
、

.y  
」

v 
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r児

土
石
岡
仏
の
け
伏
ぷ
能
力
十
一
点
「
る
蓄
の
日
什
一
ノ
叩
ム
川
僚
の
作
ぶ
門
権
は
、

、J
h
N
1
4
H問

bm－

枕

W
J三
日
h
b

干
の
口
市
い
今
ま
れ
る
こ

J、
l附

り
確
保

T
q引
刊
日
え
が
あ
る
こ
1

〆、

州
は
治
療
の
一
紅
白
μ
J
3
u省
の
願
い
を
表
明
f
る
ー
も
の
で
あ
る
と
い
う
f
と
を
正
当
な

T
続
に
よ

一山、

ー
的
自
か
っ
確
伝
を
得
る
証
拠
ケ
い
要
ぶ
ふ
2

る
州
の
泌
総
？
？
臼
め
一
七
」
（
3
2
N
2

川
決
で
川
い

決
定
詮
h
りか
γ
右
い
き
な
い
苔
ト
ル
コ
い
亡
、

審
ん
判
ト
止
準
は
、

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
，
H
が
問
一
必
川
に
安
求
さ
れ
て
お
ら
以
内
J

、
え
に
り
に
、

任
命
的
慌
の
U
J石
権
九
七
ブ
↑
ノ

f
パ
ィ
シ
で
な

く
、
汁
一
山
山
の
利
益
、
〈
械
氏
し
一
に
お
り
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
ハ

フ

実
体
的
デ
コ
プ
円
七
λ
む
枝
川
崎
一
点

同
一
司
の
実
体
的
ア
1

・
プ
ロ
セ
ス
批
判

三
泊
し
た
E
う
に
、
述
邦
最
高
山
故
は
、
J
つ

づ

e

プ
円
ピ
ス
条
一
ほ
の
一
口
い
山
一

の
巾
に
き

ま
ざ
忍
dq
利
治
を
読
み
込
む
、
一
と
に
よ
り
、
列
挙
手
れ
て
い
7
d
い
権
利
を
川
三
押
し
て
き
た
へ
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伊
た
ら
で
、

～ア
J

・
プ
コ
さ
ん
条
市
ハ
乞
川
市
い
る
こ
1
／
内
つ
い
て
は
半
説
か
っ
段
し
く
批
判
六
、
れ
て
い
る

実
体
的
γ

A

f

f

口
ム
ス
担
判
口
一
代
表
的
論
者
〉
し
一
、
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
？
E
R
f
で
あ
る
つ

山
よ
れ
ば

実
体
的

一ア
J

・
プ
ロ
セ
ス
目
、
憲
法
的
い
明
快
ピ
不
、
旭
切
で
あ
一
り
、
り
で
し
て
、
一
ア
ュ
・

7

u
勺
ス
条
唄
を
、
？
リ
法
そ
の
他
の
政
府
行
為
の
長
休

的
円
谷
を
J
U
ね
す
る
般
的
命
令
を
含
ん
だ
も
の
と
、
ν

て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
設
り
で
あ
る
と
い

と
い
A

の
一
は
、
必
正
問
条
の

μ
止
中
者
？
子
、
～
h

F

a

ブ
竹
セ
ス
条
向
（
を
も
っ
、
は
っ
手
続
的
伝
問
題
に
及
ぶ
も
の
い
了
い
て
ー
工
品
川
凶
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
明
白
だ
か
り
で

h
d
 

z
め
る
こ
い
う
υ

終ー

同
条
の
y七
川
（
を
し
？
れ
ば
、

デ
ム
」
に
一
統
’
l
ぇ一↓口が

プ
ロ
セ
ス
L

f

あ
る
こ
い
う
事
去
は
、
刊
肢
で
昔
、
な
川
。
ま
た
、
「
ブ

ロ
セ
ス
」

h

一
同
紀
前
乙
異
な
る
庶
味
台
い
や
あ
る
と
い
う
一
d
拠
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
終
正
四
条
の
起
中
折
が

デ
7

一
。
ブ
口
ヒ
ス
に
将
宍
な
定
義
を
陥
い
と
レ
ヲ
に
宇
古
副
町
す
る
た
か
ノ
に
ぽ
、
平
L

ヴ
ロ
七
ス
条
項
の
怠
味
合
唱
の
逸
机
的
な
使
用
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ぶ
ー
の
こ
と
い
？
必
更
、
r
Z
A
れ
る
こ
と
に
な
る
さ
可
は
、
実
体
的
J

ノ
コ
・

7

H
み一
P

へ
力
、
「
緑
の
パ
ス
ア
ル
の
亦
と
一
己
主
人
一
。
う
な

正
悟
巾
を
A
f川
ん
て
い
る
、
）
い

一
円
｝
可
は
、
た
ζ

え
、
↑
一
ェ
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
、
公
花
伝
子
続
の
保
障
／
一
い
う
本
米
の
ふ
さ
ト

γ
い
役
需
に
限
之
さ
れ
ず
九
乙
し
で
も
、

そ
’
れ
に
よ
コ
て
、
取
る
に
起
ら
な
い
も
の
と
な
る
わ
け
で
は
な
V

と
す
る
。
ー
に
こ
え
、
泊
中
小
さ
れ
て
い
d
ム
v
u
t
体
的
な
政
策
に
つ
い
て
推

N
h
γ

司
令
暗
以
ふ
γ
一欠
h

て
い
に

ζ
L
て
も
、
子
続
的
要
求
な
厳
油
m
v
r」
9
る
、
｝
乙
に
よ
コ
て
、
そ
の
政
策
の
実
焔
宇
一
凶
雑
に

能
で
丸
山
る
と
す
る
し

こ
こ
が
吋

アご一

οω
の
批
判

閉
山
一
て
の
実
体
む
デ
ュ
プ
口
七
ス
と
は
異
な
る
観
点
、

す
J

J

ぱ
」
口
。
町
、

基
本
的
確
打
引
の
同
範
的
位
青
づ
日
と
い
う

い
似
ト
け
で
、
宝
人
件
的
一
ア
J

プ
リ

ρ
ス
批
判
p
ど
行
、
つ
の
か
己
ミ
r
Z
M｝2
で
今
令
〔

Z
2
C実
体
的

F
j
f
u
ゼ
ヌ
批
判
い
い

一
つ
で
の
る
J

第
一
は
、
実
作
的
一
ア
ム
プ
ロ
セ
ス
が
川
口
九
附
す
る
恭
本
的
権
利
の
件

去
は
、
が
米
紘
一
札
条
で
日
出
片
付
さ
れ
る
べ
き
列
学
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
性
支
と
は
異
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
長
体
的
デ

1

7
－ι
イ

ヴ
、
が
憲
z弘
！
の
規
定
心
恨
撚
を
欠
く
し
仁
い
う
と
と
で
為
る
に
第
一
は
、
裁
判
所
に

E
る
ア
、
体
的
な
胤
州
供
判
断
は

不
透
切
と
権
限
の
行

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

使
で
め
り
、
日
中
工
十
九
に
反
す
る
と
い
λ
l

午、乙

そ
J

て、

J
L
d
r
z
の
パ
天
体
的
一
一
y

ュ
。
プ
ロ
セ
ス
批
判
刊
に
h
L
い
て
豆

UFゴ
の
が
、
お
ふ
の
批
判
占
ハ
’
で
あ
る
（

先
に
け
見
た
一
三
ノ
「

f
れ

た
体
的
デ
ユ

ワ
ロ
じ
ス
の
r

ー
で
保
障
さ
れ
て
き
た
革
本
的
拘
利
は

規
範
的
に
決
｛
疋
さ
れ
る
J

も
の
で
は
な
く

伝
れ
杭
に
役

ムユ芯
4
」

比
基
本
的
権
利
は

一
一
十
ん
や
伝
統
と
い
っ
た

さ
し
て
い
る
か
と
い
っ
三
こ
に
よ
れ
決
定
さ
れ
て
き
た
し
か
し
、
ど
ニ

2
に

／
）
が
間
決
こ
な
る
の
で
は
は
n

＼
修
ー
止

ι去
の

τ
で、

2
5己
主
寸
ぐ
に

L
r、
岐
川
神
的
に
や
い
出
づ
け
ら
れ
る
へ
き
で
あ
る
と
い

ノ

ヌレ
7
1

が
行
、
っ
こ
の
よ
う
な
基
本
お
け
時
引
の
胤
範
的
付
置
つ
げ
の

E4誌
は
、

総
本
的
確
口
引
を
収
縮
し
よ
う
と
し
に
同
才
と
は
長
な
句
、
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さ
さ
コ
cョ
ア
乙
い
ト
づ
い
わ
ば
透
侠
担
論
を
川
し
い
て
、
ミ
れ
ま
で
実
体
的
デ
コ
’
プ
ロ
セ
ス
の
J
、υ
と
で
保
障
さ
れ
て
き
式
法
ぶ

r児

的
時
ー
利
を
伝
統
か
ら
珂
欣
L
、
主
川
本
的
棒
利
の
保
障
を
此
l
T
、L
よ
う
と
L
J
7
Q
h

一こ

J、
l附

修
一
比
九
条
を
め
ぐ
る
議
4
一川

権
利
性
心
γ

一
め
く
る
議
論

先
に
け
川
行
J
山

t
A
W
約
平

L

づ
ロ
セ
ス
批
判
は
、
以
下
の
一
点
に
ま
と
め
る
こ
と
か
で
き
ξ
〈
「
伝
わ
ち
、
第
一
に
、
デ
L

－
Y
ロ
ャ

ス
条
項
は
、
制
定
史
的
に
け
ん
て

T
続
規
ど
で
た
っ
て
、
テ
ュ
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
五
体
む
な
要
素
を
よ
一
ザ
市
吟
L
V
J
1
んル川町一フ
L

・
ブ
ロ
ャ

ス
ヒ
い
ろ
阪
公
が
デ
ム
－
プ
汀
で
ス
条
項
と
止
治
し
て
い
る
い
第

、

ウ
ー
プ
汀
巳
ス
条
胤
の
出
い
一
勾
が
不
判
慌
で
み
っ
て
、

戸

7

一
切
ブ
ロ
ピ
ス
条
市
仁
平
位
以
列
苧
ち
れ
て
い
ん
め
い
将
利
の
松
拠
規
心
と
す
る
と
、
裁
判
官
の
怒
説
的
な
判
断
古
川
町
き
、
さ
T
r表

二
反
す
る
っ
弟
子
に
、
主
体
的
一
ア
ι

白
ブ
ヨ
ム
ス
に
い
う
法
、
一
的
権
利
の
け
ET
出
L
し
の
局
主
の
叩
問
機
が
な
く
、
権
利
の
佐
川
デ
ロ
政
府
に
同
体

4
F
刊
一
ー
ピ
求
め
る
よ
う
な
権
利
て
あ
り
、

へ
ー
米
問
題
と
な
る
べ
き
以
府
の
権
限
と
の
引
肘
？
と
い
う
こ
と
か
加
憶
さ
れ
と
い
7
0
3

そ
こ
ご
、
以
ヒ
の
よ

3
伝
文
科
的
デ

7
ブ
U

セ
？
へ
の
繋
ど
が
剖
判
刊
3
れ
℃
い
る
川
市
内
、
、
実
付
的
一
ナ
戸
’
ブ
u

h
－
ス
い
換
え
て
修
i

九
ぺ
条
が
列
益
さ
れ
て
い
な
い
権
利
心
槻
蕊
い
な
る
、

ζ

いよ
J

考
λ
、
引
治
力
に
な
っ
て
い
る
ν

こ
の
、

τっ
た
状
泌
を
、
向
な
る
ー
イ
、
J

ク

の
L
み
」
あ
る
い
は
憲
法
の
道
化
師
」
乙
し
て
一
計
さ
れ
て
台
行
伶
IL九
主
コ
ヘ

げ

に
た
こ
う
こ
し
て
い
る
と
許
ず
る
向
き
さ
え
あ
る
J

以
、
ー
と
は
、
修
ー
止
九
条
の
怪
利
性
を
め
ぐ
る
諸
議
論
を
机
凱
1
1
係
五
九
年
、
心

一
ト
設
し
て
、
ア
ン
ン
デ
L
一
フ
の
も
て
つ
に
ひ
の
さ
」
宏
f
J

解
釈
に
お
け
る
問
題
白
を
考
経
一
G
J

る
こ
と
に
し
に
い
。

｛阪人法学lに7＂刈 ）282 [2iil'i. 7、



2 

ト
広
域
的
問
解

修
正
九
条
比
、
長
ら
く
徒
利
J
V
一
保
障
1

）
た
規
定
で
は
仕
い

予
説
に
お
い
て
有
力
と
あ
一
っ
た
一
品
の
一

〉：、
V
4
U
 
州

mtι
九

条
は
、
同
一
同
初
の
八
つ
の
作
ー
止
条
取
と
似
陪
さ
れ
た
権
利
の

「
熔
松
治
則

に
一
；
一
さ
な
い
乙
い
う
も
の

ど
レ

7
1
7

ノ
〕
M
兄

ノ

J

C
一「

が
、
制
4
4
史
を
卓
倒
す
る
才
リ
ジ
づ
リ
ズ
ム
誌
で
あ
る
口
午
ー
り
わ
円
、

オ
リ
ジ
寸
F

リ
ズ
ム
説
は
、
此
将
軍

ιえ
れ
に
却
す
る
伝
統
的
立
病
で

" 

7、。
オ
リ
ジ
ナ
リ
ズ
ム

修
正
九
条
に
規
定
さ
れ
て
司
る

は
、
駅
げ
に
補

2
修
正
、
L

条
に
胤
之
さ
れ
ど
レ
る

一
冗
り
別
で
あ
れ
リ
、
た
た
か
も
そ
れ
は
コ
々

J

の
裏
表
心
配
同
日
午
で
↓
め
る
2
考
え
て
レ

rLしh
w
う
も
の

こ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
「
リ
ズ
ム
心
理
解
は
、
判
例
に
お
い
て
も
ほ
認
さ
れ
て
い
る
コ
川
川
、
ぇ
目
、
一
八
九
務
れ
の
一
以
ム
川
治
効
ム
ぜ
い
店
制
す
る

川
叫
」

ノヴ
J

ノ
は
の
ん
口
志
位
が
争
わ
れ
た
戸

K
E
E
F－〕一円五一
2
r
E
〈

F
E己
売
一
一
に
お
い
て
、

述
甘
州
の
権
限
の
れ
午
伎
が
修
正
九
条
と
修
y
U
L

一
つ
条
に
町
内
庁
保
さ
れ
土
佐
川
を
綬
生
子
す
る
と
い
う
反
裁
が
之
さ
れ
た
と
き
、
葬
式
ιは
、
連
げ
仰
の
行
y
均
の
出
帆
拠
と
h
h
J

ハ
一
行
円
コ
さ
れ
た
権

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

間
以
山
片
し
て
向
け
つ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

b
L
、
委
日
い
い
さ
れ
た
権
限
が
見
つ
け
ら
わ
い
た
な
ら
ば
、
い
特
山
」
川
本
市
と
修
正
一

一利一

わ
ノ
留
保
さ
れ
た
怯
利
の
侵
竿
と
い
え
Y

張
は
必
然
的
に
？
宍
敗
ず
る
と
さ
れ
亡
い
る
v

。
条
に
よ

、L
か
L
、
設
近
の
学
説
は

才
リ
ジ
J

r

l

ノ
ズ
ム
な
批
判
す
一
る
も
の
が
多
い

ま
ず
修
正
九
条
い
は

修
正

ハ
）
条
と
同
お
の
役
訓
J
U

午、

来
た
す
、

τ）
が
期
待
き
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

L
か
L
、
そ
れ
が
修
五
九
条
の
す
へ
こ
亡
す
る
な
っ
、
修
U
九
条
は
余
分
と
い
う
い

と
に
な
る
一
り
わ
け
、

J
L
統
的
辺
併
に
お
い
と
向
辿
ζ

な
る
の
は
、
列
九
十
さ
れ
マ
、
い
は
い
也
列
と

一、達同州）

政
府
に
町
z

人
引
委
汗
さ
れ
な
い
権

こ
の
一
口
、
に
つ
い
ブ
に
、
権
利
一
挙
典
に
対
す
る
議
論
は
、

相
互
に
袖
応
的
で
は
な
く
、
権
利
が
権
限
を
一

j
｝

A

U
j
J
i十

間
仙
の
刊
の
刈
打
開
で
あ
る
n

で
品
い
ハ
か
す

う

L

い
う
ご
と
で
引
依
づ
け
ら
れ
て
L

し
ー
ド
か
っ
と
、

確
か
に
、
権
4

札
と
権
限
は
年
一
似
し
、
卓
立
っ
て
も
レ
る
が
、
権

（阪人比羊 C7 2 おけ 2お〔2川7.7: 
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利
と
権
限
は
別
州
の
問
題
、
乙
〕
て
坦
併
さ
れ
ー
ゴ
け
れ
ば
な
つ
な
い
し
か
、
）
拡
M
r
L
h
川
条
が
政
府
の
権
限
吹
制
限
す
る
と
い
っ
と
乙
は
、

修
正
F

九
条
の
辞
択
の
l
に
一
主
安
仕
初
出
と
な
る
ラ

J、
l附

ハ。
」
1

（
体
的
権
刈
一
乱

此
停
止
九
条
の
権
利
れ
の
一
夜
一
九
一
市
の
き
f
J

か
け
、
と
し
必
つ
に
り
が

5
2
2
E
判
決
で
ゐ
γ
Q
O

法
廷
白
山
｝
は
、

修
止
第
九
条
の
t
f
～↓」「
ζ

崎

史
は
、
烹
法
の
判
明
氾
者
遣
が
門
以
初
心
八
の
修
止
条
一
頃
に
お
レ
て
件
付
別
に
想
定
さ
れ
て
し
る
草
川
十
怖
い
…
問
権
利
と
り
叫
ん
で
、
品
川
山
川
の
μ二
口
か
ら

保
認
さ
、
れ
ど
い
る
別
惜
の
基
本
的
権
刊
い
が
あ
る
Z
と
士
山
じ
て
い
た
こ
と
を
苧
4

ら
か

と
FJ
る
（
し
か
し

修
日
九
条
は

九｝昌
1
r
h

、
什
怜

ι九
条
v
ど
州
あ
る
い
は
民
邦
に
よ
る
口
河
中
い
か
ら
保
護
さ
れ

町刊条
L

よ
り
州
に
対
し
て
沼
市
き
れ
る
も
の
立
は
立
い

る
校
利
の
仙
川
【
止
し
た
涼
泉
と
し
て
一
詰
め
る
つ
も
り
で
は
た
い
J

そ
う
で
は
な
く
、

修
正
第
九
条
は
、
平
に
、

作山

ιγ市
I

条、

um入「
υ
、

丸
小
に
よ
り
保
護
さ
れ
1
t片
山
は
、

最
初
心
人
心
修
ょ
に
お
い
て
特
別
に
規
定
さ
れ
た
ぬ
叩
刊
に
m
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
比
断
を

強
く
支
持
し
て
い
る
の
で
ふ

と
し
て
い
る
v

こ
の
よ
う
に

C
ロ
5
3
E
判
決
は
、

一
見
寸
れ
ば
解
釈
準
則
古
川
を
綿
作
し
な
が
ら
J
O

修
正
丸
太
子
は
広
ぶ
的
権
利
い
汁
す
る
政
前
の
侵
害
に
礼
、
）
て
制
限
ず
る
力
に
な
り
う
る
、
と
し
ろ
新
、
以
い
解
釈
を
提
示
、
〕
l
p
h
v

ぷ
卜
概

M
M
F
る
け
（
体
的
権
引
っ
山
に
い
h
F

，i
一
体
性
と
は
、

修
正
力
条
河
v

仰山門仰いヲる
γ

と
す
る
桟
引
は
、

列
会
主
れ
て
い
る
桟
引
と
同
斗
で
の
批
佼
で
あ

り
、
裁
判
規
制
性
を
お
ァ
る
ζ

い
う
」
乙
で
あ
る
ロ

（

5
3話、
cr一
判
決
以
降
、
実
体
的
3

F

a

プ
ロ
セ
ス
を
批
判
し
、
列
挙
さ
れ
γ
、
い
な
い
捻
刊
の
源
泉
を
修
ー
止
九
条
に
ぷ
め
三
の
は
、

修
rl
九
U
A

択
は
憲
法
に
町
－
小
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
従
列
以
上
れ
に
も
、
中
山
h

法
上
心
構
刊
ウ
存
ー
化
ず
る
こ
ζ

を
不

'. 戸づ
マ、ぐ

4、む

るお
る

v、
ろ正ヒヨ
♂＂ < 

'i. k主

事事
止
IL 
タ
ペこ

は

列
挙
、
予
れ
て
い
な
、
権
列
内
山
昨
除
規
定
と
な
る
こ
い
恒
三

ア

μ～
、
同
｝
可
は
、

ん
川
条
件
に

n－h
仏
下
さ
、
れ
て
い

JG
？
も
の
で
は
は
／
＼

攻ム川山沢
J
J

川
刊
に
不
司
欠
一
ば
ん
惟
司
に
ベ
に
が
列
挙
さ
、
れ
L
い
な
い
権
引
と
し
て
、

李

τしり
u

o
l
J
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条
の
止
と
で
保
障
さ
れ
る
と
い
う

c
rな
わ
ち
、

π一
》
つ
は
、
修
正
ん
条
心
土
ノ
な
告
3

2ハ
一
矢
刑
、
を
代
表
雨
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

ν

で
り
一
充
記
｝
ノ
よ
う
と
1
ν
L

に
の

一川一守

二」ミ｝
3
2
r
L
は
、
修
正
九
条
が
、
中
間
山
法
に
は
列
挙
さ
れ
て
ド
ヨ
い
H
、
件
的
な
権
利
が
存
ぃ
什
」
ヲ
る
事
を
一
－
小
し
て
い
る
こ
い
う
〉
ヲ
こ

て〈、盆下トャ
f
r
ト
マ
ン
コ
H

川
主
主
主
い
。
、
亡
、

i
－

f

l

》

i
u」

J

丙

い
か
な
る
権
刊
で
あ
ろ
う
；
も
、
お
よ
そ
権
列
伝
パ
Z

円
か
生
じ
に
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

一同
J

の
侵
害
に
な
γ

句、」
I
J
3
0

ニ
心
、
寸
つ
に
、
ヨ
ハ
w
n
T
は
、
列
挙
さ
れ

r権利一

修
正
九
条
り
嵐
山
止
す
る

人
民
に
伝
令
さ
れ
た
池
一
け
泡
符
L

L 

71 

て品 I 

付で
'1) "' 
干在 日
平1；し t

に確

で？芝
試合
日長 を

よ修
う正
と J;,
す条
るCC＇で
ガ

よ

、、
ν
ι
r
u
y
p！ぃ
u

に、、
J
ム

b
v
d
Jノ
究

c
h勿

そ
し
：
、

E
E
T
は
、
さ
ら

f
ヒ
J
1

a佐
p
q
cこ
れ
に
対
し
て
、
『
o
三
CHμ

｝vh
ニ
E
は、

H
パ
私
的
権
利
は
認
め
た
伊
ら
も
修

ι宍
条
で
円
山
道
さ
わ
る
花
利
は
、

ょう
る

ぷ
半
的
権
利
、

い
は
、
じ
品
川
権
で
お
一
る
と
す
る
ν

り
で
し
て
、

に
よ
り
、
以
内
L
て
い
る
？
と
い

ι九
条
は
、
こ
の
よ
う
な
捻
利
か
れ
「
人
え
に
保
持
さ
れ
ナ
権
利
一
と
い
う
一
般
的
文
一
言

ま
た
、
密
口
m
－L
巳
は
、
半
世
？
日
目
、
人
間
（
山
一
円
比
や
権
問
の
泥
以
の
必
要
性
を
忌
認
「
る
た
め
に
、

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j
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il 
le 
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動
態
的
r、
め
る
と
す
る
〕
そ
し
て
、
終
ド
九
条
は
、
〉
の
khhノ
必
富
山
沃
の
動
能
川
件
二
ム
ロ
試
す
べ
夕
、
、
列
挙
さ
れ
て
い
た
百
い
惇
利
目
映

権
）
を
hfdd

括
7

い
て
お
り
、
そ
の
源
泉
い
な
る
と
い
ム
、

4 

掠
象
的
権
利
一
品

こ
の
も
で
フ
な
U
パ
体
的
権
利
説
に
対
1

v

て
、
『
ん
さ
去
、

Z
2
2
2
｛
は
、
対
象
的
棒
利
説
を
ニ
張
L
J
，G
」
元
に
ふ
れ
た
け
具
体
的
権
利
説
は
、

す
で
に
存
在
「
る
権
利
と
し
亡
や
置
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
、
｝
こ
で
い
う
州
象
的
権
利
一
は
、
す
セ
に
存
布
L
J

る
怪
吋
刊
と
し
て
で
は

な
く

ぷ
っ
て
創
山
川
女
れ
る
権
刊
で
為
る
。
出
2
2同月同一は

オ
リ
ジ
サ
リ
ズ
ム
む
方
法
論
か
い
U
4
1
な
が
ら

憲
法
？
〕
市
川
』
苧
さ
れ
て
レ
な

h
L他
羽
い
を
川
人
応
ず
る
、
一
と
は

修
正
九
条
の
な
ー
割
は
、

るし

L
か
1
、

述
邦
一
一
副
会
に
列
挙
さ
、
れ
た
講
和
一
以



r児

外
の
権
利
す
保
一
誌
「
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
ー
守
、
拒
併
ナ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
山
規
定
さ
れ
て
い
1
6

い
述
邦
忘
法
の
陥
利
に
つ
い
て

5 

」
、
体
的
権
符
丸
心
析
に
ば
良
湖

~つ

戸「

~ 

0 
~ 

L主
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い国
、に

よ（
O） ；ま
ザ♂な

;i;y ＇、
るさと

' む

の
｝六
」

あ
る

！）ユ

て

列
与
さ
れ
て
い
な
い
お
持
利
の
針
山
に
つ
い
て
は
州
刀
立
法
討
に
一
記
ね
ら
れ
る

以
】
一
見
て
き
た
吋
ー
リ
は
、

修
正
九
条
が
刈
昨
今
討
す
る
権
利
に
つ
し
て
、

FJ
で
に
、

υ
法
的
に

ヨ
（
外
的
な
も
の
炉
、
あ
る
い
唱
し
は
ま
た
、

よ
乙
て
、

与
ハ
体
依
存
引
い
一
説
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
、

レ
か
に
修

九
日
体
化
さ
れ
る
も
正
か
と
い
う
対
止
で
あ
っ
た
ι

し
カ
し
、
思
叫
r
J
V

」
で
は
、

ーL
九
条
が
保
叫
押
す
る
矢
作
的
作
利
を
あ
事
司
U
F一AM
h
r

と
い
う
f
ロ
セ
ス
に
力
点
を
町
内
山
ノ
、
一
世
が
同
州
、
仰
い
こ
い
る
コ

起
草
者
心
意
凶
に
沿
い
つ
つ
修
一
比
九
条
が
H
、
私
的
い
い
惟
利
吉
川
ん
悩
し
て
い
る
h

よ
か
れ
認
め
て
い
る
リ

団
内
十
回
去
は
、
的

W
7
一
九
条
吉
率
直
に
皿
僻
す
れ
ば
、
ふ
山
同
氏
上
列
挙
き
れ
て
い
な
い
桜
利
ん
ど
同
尺
山
f

ソ
弐
て
お
り
、
も
し
、

ly江
市
い
や

行
政
府
ド
、
列
挙
さ
れ
て
い
と
い
権
利
や
L

伝
圭
］
ナ
る
店
、
り
ば
、
裁
判
所
は
、
円
て
の
E
よ
ノ
必
行
為
を
、
定
問
、
、
拾
に
反
す
る
も
の
と
し
て
判
断

す
る
表
務
JT有
す
る
と
「
る
そ
げ
で
、
修
一
J
九
条
の
：
川
慨
は
、
列
挙
3
れ
己
い
な
い
権
利
の
不
誌
で
あ
る
乙
い
ム
、
つ
ま
り
、

ば
、
必
ず
ヲ
ノ
ー
ら
裁
判
官
が
権
利

Jr
「
剣
山
」
「
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
た
仁
三
と
い
う
の

革
法
L
L
列
益
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の

は
、
修
花
九
条
の
保
障
ァ
る
列
v
や
ふ
け
れ
て
い
な
い
権
利
が
、

一
元
来
尚
昆
古
手
、
ー
ν
て
い
た
日
快
、
作
に
久
行
武
一
コ
ノ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の

f
L
あ
っ
て
、
打
双
山
刊
（
h
p
M
土
劃
的
に
権
利
J
f

剣
山
？
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
川
異
な
ム
V

か
ら
と
あ
る
わ

そ
し
て
、
出
【
い
7
5
L
江
川
列
挙
、
？
れ
て
h

な
い
市
川
刊
の
，
爪
認
げ
い
つ
い
て
、
修
r
i
九
条
の
規
定
に
町
内
～
）
〆
γ
形
で
、
行
わ
な
け
れ
ば
日
ら

一前一

一
一
没
院
の
プ
ロ
セ
ス
で
判
断
す
る
n

主
ず
、
第
没
隠
亡
は
、
張

な
い
と
ず
る
。
ざ
」
で
、
列
挙
さ
れ
て
い
は
い
権
刊
の
本
認
は
、

さー一引いてレ

、
也
の
山
叩
判
定
と
わ
結
び
つ
き
が
あ
る
か
苔
か
を
決
む
ず
る
c

も
し
、
恨
の
規
ば
と
の
結
び
つ
き
か
あ
る
な
ら
、
そ



の
胤
（
ん
J

ど
池
応
ず
れ
ば
土
〈
、
伶
下
上
九
条
を
援
用
す
る
必
安
は
な
い
じ
そ
、
ぷ
し
、
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
と
他

持
た
な
け
れ
ば
お
段
階
に
移
行
す
る
。
第
没
陪
で
は
、
裁
判
所
は
、
宇
張
さ
れ
た
権
利
が
修
正
九
条
の
保
障
す
る
附
低
利
に
値

γ
る

つ
缶
、
」
D
V

も
の
で
あ
る
か
台
か
を
決
定
す
る
が
、
号
、
｝
で
最
終
的
に
重
安
こ
な
る
の
が
、
つ
い
奴
法
／
三
口
J
A
f
司
令
か
い
）
い
つ
も
の

そ
し
て
、
私
設
陪
に
お
J
ζ

、
川
市
二
段
陪
で
認
め
ら
れ
た
権
利
は
、
基

4
的
な
権
叫
ー
で
あ
り
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
慌
列
ど
司
等
の

地
ι
？
で
あ
る
エ
い
う
ご
と
β

認
吟
ら
れ
る
の
で
ゐ
司
令
。
そ
れ
ゆ
山
、
列
挙
さ
れ
て
川
る
権
利
乙
同
等
の
保
障
や
及
ぼ
す
父
、
く
、
ル
厳
格
一
品

子
一
三
〕
】
去
は
、
憲
法
一
列
挙
さ
、
れ
た
格
引
の
孟
認
に
お
い
て
は
、

げ
Mm法
へ
の
依
山
県
を
強
ぷ
す
る
に
ド
だ
、

T
7
5号
心
一
日
比
治
法
ヘ

（
山
♂
依
拠
は
、
路
比
九
条
が
声
援
ι仁枝一、、仏七日
τ州
内
議
し
て
い
る
と
理
併
す
る
、
ち
の
で
は
な
く
、
口
い
然
訟
は
古
川
（

r
c基
礎
を
成
し
て
い
る
1r
い

弓
も
の
て
t
めるへ

戸。

裁
判
’
口
の
市
山
之
i

山
壮
い
の
問
題

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

こ
の
よ
、
ハ
ド
修
ー
上
九
突
い
権
利
寸
T
認
め
る
場
企
で
も
、
保
附
さ
れ
る
格
引
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
論
文
い
に

t
tり
桜
々
で
あ
る
〉
そ
の

ぷ
闘
は
、

修
正
ん
hT
、
が
保
問
↓
る
権
利
ど
つ
い
て
、
そ
れ
が
し
い
子
な
る
棒
引
ゼ
、

い
hv
に
、
〕
て
保
障
「
る
か
に
何
ら
反
立
さ
れ
て
い
な

yky」
に
起
因
す
る
よ
う
に
出
わ
れ
る
、
予
｝
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
修
五
九
奈
の
規
定
の
T
h
w
m
情
さ
ゆ
え
に
ー
バ
判
官
の
恋
玄
が
人
り
や

ず
い
；
、
い
う
危
険
性
を
店
、
し
て
い
る
一
で
？
に
ハ
一
わ
れ
る
ラ
，
て
」
芝
、
本
山
和
ど
は
権
利
性
を
め
ぐ
る
諸
議
論
を
託
手
考
に

L
立
が
っ
、
｛
い
一
M
V

が
張
す
る
よ
う
に
、

修
正
九
条
は
似
い
ら
か
一
り
権
利
を
に
附
降
に
し
て
い
る
戸
一
と
は
前
山
況
に
し
つ
つ
も
、

修
止
九
全
の
解
釈
に
つ
い
と
氏

五
i
誌
の
て
で
の
司
法
官
査
；
い
う
向
通
忠
誠
を
一

JtvM
り
τ
げ
て

v
h
w
Z
7院
の
修
正
九
条
を
権
限

γ
ブ
ロ
111
イ
ナ
す
る
一
訟
を
以
降
検

討
す
る
。
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r児

川
人
ド
体
的
権
利
況
か
ら

m
w
E
X
M
G
5～
ん
耐
＼

ド刊

J、
l附

｛

J
3
e
E－
山
江

C
2
3
コd
v
u
h
J川

先
に
い
灯
式
よ
う
に
修
止
九
条
空
一
論
は
、
極
め
て
斜
綜
し
γ
V
7
Q
U
y
J

一乎
r
エ
U
J

る
応
対
は
、
修
医
九
条
が
こ
の
、
寸
つ
な
権
利
」
／
｝
保
除

し
て
い
る
ひ
に
つ
h

て
は
胤
定
、
し
て
い
広
い
一
い
ら
で
あ
る
u

し
ん
＼
引
っ
て
、

必
然
的
に
保
々
な
権
利
を
専
き
山
U
L
J

こ／）
β

り
殺
な
の
で

z
の
qhfν
じ

に
1

白
人
民
の
保
有
す
る
快

が
ら
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
ぃ
主
導
く
こ
と
が
j
能
で
お
る
。
そ
戸
つ
で
お
る
か
ら
こ
そ
、

を
ATく
陀
怖
に
、
絵
利
を
性
質
つ
い
口
一
ム
ア
吋
ら
か
の
枠
組
み
が
、
必
要
で
あ
る
〔

2
い
ろ
の
は
、
何
ら
の
件
矧
み
も
な
L
に
拭
刊
古
川
か
じ
防

に
似
々
な
権
利
と
叫
リ
く
こ
と
は

十τ、
「
ム
下
地
時
の
下
で

c
d
J一
山
審
査
L

反
「
る
か
、
h
で
4

ぬ
る
ν

そ
こ
亡
、
そ
の
よ
う
と
枠
組
み
十
迫
求
し
て
い
る
試
み
と
し
て
、
終
十
f
H
Y
A
C
似
山
門
け
す
る
倖
山
刊
古
伝
苧
真
心
立
川
凶
、
そ
し
て
、
そ
の

背
絞
に
お
る
阿
久
三
日
の
市
え
仕
会
へ
口
寸
己
免
5
2寸
論
に
ま
で
遡
ぺ
終
十
一
九
条
を
七
2
2
E
F
5
5
c目
可
の
刊
郎
防
と
が
い
一
芦
つ
け
る

7
F子
三
一
立
の
説
pf
攻
り
し
し
げ
、
以
下
そ
れ
を
慨
符
ー
ν
て
い
く
ご
と
に
す
る
－

zrー
は
、
石
川
体
的
デ
ユ
’
プ

υ
ふ
え
批
判
刊
か
、
つ
出
発

三
こ
れ
ま
で
石
川
体
的
口
ノ
）
－
プ

U

七
ス
、
引
担
う
て
い
た
兆
五
的
柊
利
の
領
一
成
町
絡
正
れ
付
与
、
で
カ
パ
7

f是
小そ
←j同 1

るG七て

2
5
3
2
2
を
制
約
一
コ
ノ
る
政
府
の
権
限
の
正
市
性
を

一
段
階
て
審
正
し
、
で
の
合
志
性
を
判
附
ず
る
作
総
み
を

つ」

円

V2JfdphL2Z25口
凶
可

L
」
中
什
山
町
円
札
札
ふ
れ
品

ヌレ
7
1

に
よ
コ
て
修
正
九
条
が
保
障
ゲ
る
と
さ
れ
て
w
ツ

伝

言

J
Z
X
Y
L
E
M
Z
E
E叱
に
つ
し
て
H
H
A

て
L
〈
こ
う
L

に
す
る
し

zrー
に
よ
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れ
ば
、
一
位
2
J
2
ζ
日一
y
C
ロ
は
、

「
人
誌
に
保
不
さ
れ
た
他
の
権
机
L

》
礼
、
川
討
し
が
！
会
に
お
い
て
－
一
二
受
さ
れ
る
何
人
の
自
炊
的
自
？
川
と
リ
て

の
戸
て
つ
な
日
「
？
？
制
限
？
る
政
滑
り
株
限
に
刻
λ

よ
句
作
劃
ゴ
の
で
あ
る
と
」
1
J

る
つ
句
点
、
の
背
景
に
は
、
正
、
な
政
制
の
凱
A
3
1
y

一
市
民
付
会
に

お
け
る
山
然
的
JJ白
の
，
J
L
ブパリ
λ

ノ
ト
ヒ
い
う
、
一
と
勺
T
合
的

qI川
民
社
会
論
の
考
え
が
作
人
礼
子
二
日
。
そ
し
て
、
山
民
社
ム
言
い
お
け
る

日校、
ι
向
山
口
出
、
三
、

お戸山【〈》】「丈エコ〈

マハ－一

2
に
よ
、
れ
d
h

さ
さ
パ

5
5可
と
は
、
仙
品
宥
や
社
会
に
｝
Z
コ
コ
を
人
J

え
る
こ
乙
な
く
、
私
た
な
九
引
域
心
事
併
合
叫
同
定
す

ヲ

G
椛
引
刊
で
あ
る
し
立
川
本
的
に
、
主
主

5
と

2
5
5
2叱
に
汁
し
と
は
、

む
羽
川
恥
が
討
さ
ー
れ
な
い
f

－
そ
し
て
、
工
む
よ
う
な
考
え
か

ら
孜
町
の
庁
巾
」
J

ぱ
権
限
h
M
梓
川
口
打
ら
れ
る
の

3 

F
3
0
5一
2
5口、
J
E可
と
公
約
一
一
h
J
A
と
秘
的
役
或
れ
い
り
区
別

7
J｛
命

以

山

下

B
h
u
u
A
h

、
政
昨
い
（
り
て
ψ
ー
な
権
限
ば
、

本
的
激
減
と
公
的
制
球
L
Y

の
川
目
別
J
V仁
川
提
L
Y
L
て
い
る

公
的
世
ぬ
と
は
、

計
会
や

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

日

7
2
2
は
、
十
と
し
て
、
身
体
ゃ
財
曜
に
斗
す
る
け
川
町
出
的
作
品
ご
】
3

r
反
道
徳
的
な
行
為
に
t

仏るしが

l
h全
体
に
け
汀
「
る

Z
2
で

あ

る

ロρ《じν
0
 

5
 

』
マ
十人十以

他
者
に
関
、
一
し

F
R目
が
手
d

る
彼
械
で
あ
る
「
V

そ
し
亡
、

E
E
M
を
制
約
す
る
こ
と
が
政
府
の
一

ψ
」
な
権
限
J
な
る
勺
、
一
の
山
内
ん
な
の

こ
れ
に
材
、
J
V
L
、
私
的
領
山
城
は
、
公
的
領
域
以
外
の
領
民
三
和
…
極
的
に
は
｛
一
～
f

認
す
る
こ
と
は
と
き
な
い
あ
え
て

、
私
的
領
域

と
は
他
者
や
升
会
へ
の
悶
述
は
な
く
、

E
3
7
d
qじ
な
い
領
域
で
あ
る
ロ
し
に
が
っ
て
、
伝
的
釘
域
の
制
約
に
対

L
亡
は
、
公
共
の

利
益
が
存
抑

L
z叫
い
限
旬
、
政
府
の
制
約
は
計
さ
れ
白
い

t

プ
ト
ニ
う
の
は
、
で

RZP門
戸
乙
ヱ
ニ

5
2ミ
に
対
す
る
制
約
が
正
ω

ぜ
あ

る
か
苔
か
を
決
｛
主
U
J

る
に
必
に
、

段
町
門
て
政
川
引
の
r怪
限
を
よ
脊
木
江
」
つ
る
ハ



4 

七
ぺ
主

C
E一
E
ZコC
2
v
の
一
段
階
審
査

r児

以
、
E
E
は
、
ど
同
］
2
が
疑
問
」
1
J

る

日
以
陪
審
先
を
ロ
門
ん
で
い
く
f
と
に
？
る
J

2
5
5
5可
に
対
ず
る
制
約
の

J、
l附

第
段
階
ミ
は
、
政
府
に
よ
り
制
制
約
さ
れ
る
j
品
子
公
的
な
笥
成
＼
の
制
約
か
、
あ
る
い
は
、
広
的
ヨ
釘
域
へ
の
制

一
川
州
出

約
か
を
叫
寸
断
す
る
。
そ

L
て
、
引
い
私
的
な
泊
ハ
成
へ
の
制
約
こ
判
闘
ー
さ
れ
こ
場
介
に
は
、
第
段
階
に
移
行
す
る
。
第
没
隠
亡
は
、
川
市
出

第
一
段
階

が
、
政
別
の
山
制
川
ザ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
が
私
的
な
行
為
＼
の
m
M
M
円
で
あ
る
こ
と
キ
一
祉
財
ー
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

仏
軍
役
渚
で
聞
い
ず
也
と
な
る
の
は

公
的
な
領
域
と
ハ
私
的
小
品
川
両
域
の
，

t別
で
あ
る
c

、
一
の
い
門
…
己
中
君
主
存
と
な
る
の
が

で
あ
る
。
回
収
ト
向
次
は
、
円
宅
で
の
わ
い
は
い
一
つ
物
の
不
ー
有
士
処
却
す
る
こ
と
ぽ
修
仕
一
条
に
反
す
る
と
し

rc

こ
の
出

E
H
L
2
4作
に

h
け
A
V

プ
ラ
ィ
パ

γ
ー
の
惇
利
に
い
だ
す
る
二
つ
の
同
一
凶
は
、

つ
の
挽
h
j
や
山
社
供
す
る
と
い
う

ド
レ
！
な
政
府
の
持
奴
に
向

L
て
重
安
1
ぐ
ん
品
匂
二

〆コ
Cc久、

放
判
所
は
、
公
的
な
紋
波
と
私
的
以
m
h
域
ゃ
い
別
て
き
る
と
い
う
こ
と
一
I
Zぬ
る
v

す
な
わ

ち
、
裁
判
所
一
は
、
午
た
る
わ
い
ぜ
つ
初
心
所
有
付
、
弘
的
ん
弘
源
円
以
7
、
（
山
市
中
柄
ゼ
あ
る
と
認
識
し
と
い
る
と
い
う

つ
口
円
は

、、」一

し
刀
に

し
て
公
的
な
も
の

2
私
的
な
も
の
を
台
思
的
同
ド
別
す
る
か
と
い
う
こ
T
／
～
に
付
す
る
基
本
的
な
姶
識
な
提
供
し
た
こ
と

ど
う
に
、
箔
段
階
の
寄
告
さ
は
、
政
－

rの
制
約
す
る
領
域
が
公
的
作
品
旬
、
域
か
私
的
な
悩
ほ
か
を

μい
に
す
る
r

世
帯
二
段
階

性
が
一
一
円
明
さ
れ
な
日
れ
ば
な
り
な
i
d

Z4
一
念
切
は
、
お

2

常川
A

段
即
附
さ
は
、
打
払
的
領
同
叫
に
討
す
る
政
府
の
制
約
の

h
い
て
は
厳
格
審
人
司
令
h

ぷ
め
る
。
ず
な
y
h
い
ち
、
や
4
U
H
h

や
ま
れ
m
M

制
約
の
日
的
の
存
在
こ
、
ぞ
れ
に
合
法
的
に
悶
比
す
る
手

ー
々
を
司
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
白
い
ハ
そ
し
て
、
政
社
が
制
約
の

H
当
性
を
一
オ
切
で
き
ヨ
け
れ
以
、
ゴ
夜
判
制
約
は
憲
法
卜
引
さ
れ
な
い

f 一色4
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c 、

七
4
4寸
2
c
d山
一
位

μ
プ〕コ
C
4
d
J
〆

『

2

7
－
2
判
決
、
一
二
三
ハ
一
者
同
F

判
決
心
川
内
検
討

「0
0
2
コ
雪
判
決

2
－2
5
5て
ん
閣
で
、
こ
れ
ま
に
の
ど
t
外
的
叶
ノ
寸
一
－
－
ノ
ロ
セ
ス
に
同
十
J

る
判
決
は
、

で
は
、

Zニ
E
の

パ
ド
か
に
読
み
「
岬
心
さ
れ
る
の
で
為
ろ
う
か
〉
以

i
、
実
科
的
～
ア
ー
・

7
ロ
セ
ス
に
悶
ず
る
一
れ
が
的
立
川
叫
阿
川
乙
し
て
、
ア
コ
ペ
コ
コ
ミ
判
決
、
二

同町
5
7
2
F
d一
円
川
一
況
に
つ
い
て
、

Z
Z
2
け
説
く
と
こ
ろ
を
検
討
「
｝
白
こ
と

光
に
ふ
れ
二
、
ご
の
｝
5
2
1
決
で
は
、
州
の
却
〉
川
町
小
、
池
川
同
広
州
の
規
制
判
権
限
の
行
使
か
、
あ
る
い
は
、
不
適
切
ぽ
恒
人
心
持
列
へ

日
一
刻
約
刊
で
こ
し
う
こ
と
が
刊
強
と
ほ
っ

修
正
九
条
の

同
一
杯
に
涜
切
な
川
一
の
規
祇
権
限

C
5刊
に
『
）

3
7守、

c
f
r
 

2
c
f
V
4
5
3可訟附一り
J
？
と
で
何
一
間
ヂ
乙
ぽ
エ
ω
のいは、

J
M
M

為
る
い
は

先
に
見
に
修

L
九
条
の
否
査
の
第
段
市
立
は

刀
仏
て
t

J

守
山

ふ

V
Jヲ
r浩
子

Li

小
、
恐
切
な
権
利
の
制
約
か
と
い
う
こ
と

長
聞
の
ム
門
意
で
み
り
、
弘
的
手
取
の
行
為
と
し
て
机

vm宇
和
る
し
に
が
っ

r
、
也
市
二
段
階
に

ー
～

i
d
、

p
f
k引
山
仙
ト
ヲ
f
u
L
V

第
一
日
日
明
唱
で
は

行
為
古
制
約
「
る
政
川
町
は

制
約
心
一
」
ψ
I
N
U
心
証
明
が
求
め
ら
れ
る
P

居
用
関
係
り

契
約
と
い
久
嗣
出
伊
ら
見
れ
ば
広
的
知
山
伐
の
行

為
て
あ
る
と
［

h

k
円
品
川
市
関
係
は
、

J
仕
出
川
ム
一
主
（
り
被
用
者
二
対
す
る
仲
作
成
JVι

生
v
d
さ
山
「
る
危
険
料
…
い
が
ふ
る
L

ま
た
、
パ
シ
崖
い
わ
d

公
取
の

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

健
町
駅
保
持
に
悶
わ
る
ん
山
一
ー
で
あ
る
以
上
、
政

iHの
規
制
い
服
ず
る
と
い
う
ご
と
は
当
然
の
一
一
！
乙
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
、
政
府
か
、
つ
の
制

約
い
い
目
白
に
な
る
わ
け
で
は
伝
い

、
〕
九
%
か
つ
て
、

公
衆
の
健
康
保
持
山
関
わ
る
令
犬
が
被
応
ヌ
と
の
聞
で
締
結
す
る
い
刷
、
約
七
ィ
、

公
来
心
掛
同
士
以
保
持
；
、
被
用
者
に
対
す
る
附
押
収
の
防
J
Y」
い
う
公
共
の
は
的
の
た
め
に
制
約
」
ヲ
る
、
」
こ
は
、
政
判
明
の
正
斗
ヨ
権
限
で
あ
る

「引

と
結
論
つ
け
る
υ

以
卜
心
々
か
＝
り
す
れ
ば
、
一

2
5
2

お
い
て
問
忍
と
仕
コ
た
州
の
間
取
ι
品
川
万
鳴
時
司
規
制
は
、
修
正
九
条
の
も

／
）
で
は
凡
げ
に

H
当
化
で
き
る
ζ

い
行
U

ま
『
止
ま
芸
判
決

次
は
、
司
王
F72Fd一円

H
V
2
2
Eご
王
SAVEぐ
識
か
ら
丹
市
h
J

出
ミ

ι
z
r
F
1、
渋
の
争
円
は
、
州

に
よ
打
お
止
さ
い
な
」
ソ
ト
ミ

l
行
為
が
、
住
μ台
r
L
7
2
3
4
2
加
え
る
ご
と
の
な
い
い
、
ぷ
む
な
／
行
為
で
あ
る
か
苔
か

'" 外う
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F、
、－
t～U 

＇~ 

ソ
下
、
、
：
行
為
は
私
的
性
凶
の
川
市
で
、
同
志
ー

γ7一
成
人
の
阿
で
行
わ
れ
る
行
為
な
の
芝
、
私
的
行
為
、
r
t
げ
て
判
断
さ
れ
る

第
二
没
陪
で
は
、

政
府
は
、

よ
〉
て
、
広
川

制
約
の

U
当
刊
の
自
問
、

rl
、ょっ
b

ノ、

1
1
5付
t

公
共
の
引
判
「
γ

川町一
J

討
明
即
日
v

求
め

J、
l附

ヴハ｝
T
Z
に
払
れ
ば
、

F
5
5
L
F
誠
一
、
ぬ
の
喝
行
、

州
の
ゾ
ド
ミ
行
九
心
会
J
H
E
f
t
ψ
i
化
で
、
J

♂
る
は
ど
の
川
れ
い
宍
け
川
F
L
1

の
打
布
は
U
U
L

山
川
し
煤
い
と
い
う
。
と
い
《
の
は
、
エ
ミ

L
5〔
er
判
＼
」
引
に
お
い
て
争

H
T
〕
仕
つ
コ
州
が
祭
ー
け
す
る
ソ
ド
ミ

C
Aは
、
社
会
と
潟
、
わ
ら

な
い
れ
刊
人
心
注
ー
で
行
わ
れ
る
同
意
の
一
で
の
ソ
ト
ミ

l
行
為
で
あ
り
、
7

し
の
よ
h
J
d／
什
砧
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
設
府
の
道
徳
的
な

別
総
で
あ
る
J

L
、
止
点
コ
な
椋
山
恨
で
は
な
L
と
「
る
c

L
tが
っ
と
、

修
正
九
条
の
も
と
で
は
、

そ
の
よ
戸
つ
は
制
約
は
訴
さ
、
れ
な
い
と

五

仲
川
仰
木
九
条
の
柊
浪
』
プ
門
？
チ

権
政
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は

こ
れ
ま
で
検
討
μ

て
き
た
三
一
ま
の
℃
2
2
5一
zzucヨ
〈
を
権
限
v

フ
U

1

チ
と
し
て
理
解
に
ふ
れ
を
E
L
Y
に、
J

て
、
そ
の

問
題
上
円
、
を
克
服
す
る
形
で
の
権
限
ア
ブ
口
、
チ
の
パ
ん
川
れ
な
追
泣
す
る
た
め
に
、
ぞ
れ
な
よ
一
り
♂
州
に
険
討
十
ゐ
こ
と
に

F
，Q
v

惇
阪
ア

ブ

μ
1
7
は
、
以
下
の
事
情
に
よ
h
構
成
さ
れ
る
ラ
私
的
知
域
ぐ
公
的
目
肢
の
灰
別
、
説
的
訊
践
に
お
い
て
投
げ
す
ノ
匂
弓
主
っ
き
｝

2
5
3
3
2
J
1河、

υ『

行

νιγ
ト

E
E
5
5
1
b
v↑
州
制
約
す
る
公
日
八
の
利
話
、
そ
ー
ノ
て
、
そ
の
審
査
玄
序
一

cあ
る
の

公
的
領
域
と
私
的
領
域

ま
ず
、
公
的
領
域
ζ

私
的
領
域
の
は

iwに
つ
い
て
倹
討
し
て
い
く
こ
と
に
「
る
n

権
限
ア
ゾ
ロ
ヲ
は
、

公
的
日
制
域
、
t
h私
的
な
領
肢
の
ベ
6

別

η
仁
に
成
立
し
て
い

こ
の
よ
う
は
公
的
領
域
と
弘
前
語
、
流
の
川
一
札
の
ね
涼

ιは
、
引
九
日
提
約
一
泊
、
ハ
ゲ
布
在
す
る
c

引
引
会
川
パ
人
拾
の
は
京
都
の
］
ワ
同
で
、

両
家
ー
が
創
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出
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
の
凹
家
心
役
割
は
自
然
状
能
川
い
お
け
る
万
人
の
刀
人
に
よ
る
闘
μf
（
権
利
侵
害
一

の
防
止
で
あ
る
v

Z

7

して

社
会
保
約
小
山
崎
斗
以
後
、
初
め
に
内
家
の
H
巾
な
住
限
を
い
州
主
た
制
約
を
防
j
L
T
J

ムV
た
の
に
、
公
判
払
の
白
域
の
区
分
議
が
間
担
ぐ

私
的
領
域
に
お
け
る
百
電
器

Z
一
2
g
Zヨて

次
に
、
右
的
領
岐
に
お
い
て
、

Z
一2
は
、
政
山
川
の
権
限
乙
コ
ン
ブ
1
ノ
ク
ト
ず
J

る

2
5
E
5
4
か
保
陪
さ
れ
る
と
し
～
～
。
、
」
の

E
ざ
さ
ロ
奇
心
刈
一
存
は
、
実
体
的
に
泳
浴
さ
れ
る
も
の
で
は
ぼ
く
、

政
府
心
権
限
の
抑
問
先
ち
に
閉
す
る
も
り
エ
し
て
、
政
仰
の
砿
限
カ
ら
ア
ブ
ロ

i
子

L
そ
の
内
容
が
確
定
さ
れ
ゐ
。
長
体
的
に
は
、

、、
4

：

V

ふハ
M

れ川
U

る
以
山
川
ハ
V

制
約
vMM

EACEVHミ
に
対
す
る
山
没
者
と
な
る
の
か
と
い
う
、
一

一
い
し
＼
孜
前
川
の
権
恨
の
限
界
を
確
ー
℃

［
、
そ
の
刊
こ
う
慨
に
政
府
U
制
約
か
ら
の
i

一
山
間
心
領
域
を
設
定
ず
る
も
の
で
あ
る
－

コ
ま
わ
、
政
何
の
制
M
W恥
か
ら
消
雨
判
的
な
形
で
、

2
5
D
C目
別
に
ァ
ブ
円

1
4ア
す
る
の

し
た
が
っ
て
、
官

2
3乙
三
E
E
J宮
司
は
、
注
目
口
約
九
品
川
以
山
川
心
制
約
一
、
公
共

llJ CJ 
例利：｝ポ，，

¥l基
円七〉

すし か

る＇＂な
制
約

か
ら
の
白
庄
吉
要
ぶ
す
る
権
利
と
し
て
心
式
化
で
き
る
J

、
、
の
柊
山
肌
F

プ
口

l
子
と
領
以
し
ー
一
千
訟
は
、

権
限
ア
ブ
ロ
［
チ
に
お
け
H

る
公
共
の
引
益
の
説
明

上
一
記
で
枚
百
レ
L
L
）

2
2ロ己
μ
己
主
ロ
O
E〕
刊
は
、
ま
っ
た
く
畑
’
制
約
だ
は
た

7：：米？］れて＂＇ない椿ギ ljCl（詳；入j

し
仁
公
犬
の
利
益
の
存
在
が
一
計
聞
大
、
れ
た
な
、
り
ば
、

制
約
は
川
吐
い
庇
で
あ
る
c

問
問
品
目
、

政
府
が
証
明
、
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
＆
い
公
共
の
利

F
L
あ
る
v

こ
の
ム
、

公
共
の
利
ぷ
に
つ
い
亡
、

け
具
体
的
に
は
川
円
で
あ
る
か
は
出
ら
な
い
v

ー
だ
、

主ζ

七
F
d
u

一ズ

Z

－一2
け、

Z
】一
2
は、

E
3
2吋
判
決
で
え
に
よ
去
に
、
一
一
目
：
ー
の
被
用
ノ
臼
に
対
ず
る
搾
取
の
防
止
町
公
共
の
利
μ
円
で
あ
る
い
二
百
世
窓
口
問
に
γ

フ

付
託
子
す
る

方
で
、
ご
ミ
内
一
五
、
長
判
決
に
お
け
る
ノ
ド
ミ
ヲ

h
Aの
法
止
の
よ
う
に
、
道
他
的
な
制
限
人
乞
可
作
す
こ
ヒ
は
、
公
共
の
利

持
で
は
な
い
、
：
泊
布
一
伐
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

権
限
ア
ブ
ロ
チ
の
審
査
暴
準

で
は
、
ヨ
ハ
体
的
t

山
本
的
領
域
に
お
け
る
政
判
の
止
当
な
権
限
を
、

い
日
な
る
審
長
基
準
で
、
渋
’
疋

ず
る
の
か
c

再
任
基
準
に
つ
い
て

Z
ニmv
切～い

松
前
九
州
、
域
rL
汁
す
る
夜
間
の
制
批
の
止
山
山
性
日
目
副
司
一
手
れ
な

－UP」
川

M
A

も

一

九

〆
V
｝

r
J
L
l
r
g

才
六
J
3
L
I
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日
れ
ば
な
つ
な
い
と
、
二
厳
格
存
容
を
えJ
め
る
J

つ
ま
り
、
政

H
C
ぷ
世
の
王
7

一
三
沈
怜
阪
は
、
d

は
「
コ
の
！
μιι
限
定
さ
れ
℃
い
る
、

J、
l附

併
は
般
汁
併
な
4
一
の
で
な
け
れ
ば
九
ぺ
ら
な
い
の
で
あ
る
つ

刀ユ
ψ為，，、
〆一、

呉
カt, 
ιジ〉

ペヲ
ー＼
Uノ

刀ユ

阪人法学＇ "7 " 02J 204「2iil'i.7 

1
r
F
L、
私
的
領
域
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
正
引
な
棒
限
を
超
え
て
介
入
す
る

γ二
に
ん
I
る
。
ー
た
が
っ
て
、
干
の
高

ま
三
、
先
に
見
ア
よ
う
に

zrz
は
、
比
一
木
治
権
川
一
を
L

和、ベ
L
ょ
う
ご
す
Q

H
に
お
い
ご
も
、
。
h
g
v
F
L
E
E
r
E可
。
制
約
に

情
審
査
を
及
凶
い
そ
う
ζ
r
J
る

フ

権
限
γ
つ
口

l
チ
の
情
出

権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
と
実
体
的
ア
コ
e

ブ
門
セ
ス

持

L
九
条
、
実
体
的
一
ア
コ
a

プ
ロ
ゲ
ス
ば
、

い
ず
れ
も
志
法
ふ
列
、
午
ン
れ
て
い

何
百
い
梧
利
に
民
わ
る
も
の
で
？
の
刊
。

、山土ん計仲的

dry－
－
ブ
円
七
ス
よ
い
桜
限
7
プ
口

1
4寸
で
は
、

こ
の
内
、
乞
「
氏
、
工
王
誌
の
下
f

り
〕
同
氏
審
査
の
観
山
か

て
い
く
こ
と
に
す
る

先
に

urよ
う
に
、
主
体
的
一
ワ
ム

f
f

口
中
一
ス
で
保
附
さ
れ
る
基
ヘ
ー
的
権
問
」
は
、
判
ー
γ
も
つ
え
法
不
的
2
す
る
か
に
つ
い
、
の

容
説
的
休
明
浅
は
zぽ
か
っ
と
仁
た
だ

付
が
蒸
ト
ヘ
T

的
ぬ
利
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
終
に

、ブか
7
し

十
広
域
に
依
拠
し
て
き
ι

叶
叶
川
刈
中
J
h

q
J
l
p
i
 

一
広
域
と
い
ニ
J

概
念
自
体
が
不
明
磁
E
あ
L

り、

は
対
J
－
す
る
一
様
々
な
伝
統
げ
か
存
引
す
る

j

ャ
一

d

J

コ向～、

市
」

P
J
、つ’
r

［

い
か
な
る
主
我
山
伝
統

を
疑
問

T
q
γ
｝
点
、
ま
た
、
伝
3

杭
に
場
所
／
）
時
間
に
此
じ
て
操
作
中
飢
え
る
い
一
乙
生
日
司
法
三
ゐ
司
令
。
手
ら
に
、
詳
の
伝
統
を
考
慮
す

る
か
も
宗
明
惟
で
あ
り

詩
的
に
伝
J

机
が
存
十
代
す
る
こ
は
白
い
難
い
わ

ま
小
人
、
憲
法
的
な
倣
飽
の
鴻
泉
こ
し
て
の
い
統
＼
の
伎
布
一
は
、

μ統
の
後
久
J
Mき
な
性
俗
、
「
伝
わ
ち
、

り
現
代
を
支
配
す
る
こ
と
や
意
味
す
Q

の
で
、
非
民
主
的
亡
あ
る
と
ρ
え
る
n

結
い
い
向
日
／

τ」
ろ
、
肝
い
を
も
っ
て
一
茶
木
的
t

、
と
す
る
刀

法
i
s
J

の
別
代
心
情
値
に
ふ

？
市
「
J

、r
L
P
4
h

i
♂
一
し

l

伝
統

に
依
拠
し
つ
つ
も
、
尖
際
は
故
川
円
台
］
心
、
観
的
以
価
箔
判
断
で
は
な
い
カ
2
レ
、
：
一
と

表
向
き
は



さ
ら
に
、
伝
殺
に
依
拠
L
d
J

る
実
体
的
デ
キ
－
プ

U

み
一
？
へ
の
性
同
刊
は
権
利
保
障
と
い
う

o
り
も
伝
統
午
、
れ
什
H
体
h
d
継
続
す
る
こ
〉
に
あ
る

と
い
え
る
わ

’
）
か
し

γ
れ
に
対
、
ぷ
ー
、
権
限
γ

ワ
ロ
ー
チ
で
は
、
実
体
的
一
フ
ュ
・
ザ
ロ
セ
一
人
の
で
つ
に
裁
判
官
の
、
一
ト
ー
続
的
価
値
目
断
に
ぷ
づ
く
権

刊
を
創
出
す
る
も
の
で
は
な
っ
紙
切
の
政
引
の
制
約
の
正
当
性
を
い
容
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
救
斗
（
れ
に
よ
る
泉
本
的
権
利

η
怒

意
的
創
出
と
い
う
公
刈
は
、

キ
じ
な
い

で
；主

権
限
γ

J

f

口
l
チ
で
は
実
体
的
ア

λ
y
u
セ
ス
で
説
的
付
審
査
が
認
め
ら
れ
て
き
ど
基
私
的
格
別
ケ
↓
い
か
に
桜
え
山
す
の
で

為
ろ
う
か
し
乙
て
れ
ば
、

叫
ん
休
前
デ
ェ
・
プ
口
七
人
、
β
川
端
陀
し
亡
き
た
基
本
的
ん
惟
引
に
つ
い
て
も
包
人
に
譲
れ
ケ
保
問
ず
る
と
レ
う
も
の

で
は
ん
ア
＼
む
し
ろ
、
ら
沿
む
的
閣
内
的
に
基
づ
い
て
以

wum行
到
す
る
こ
2
1や
禁
止
す
る
も
の
と
斗
旬
、
入
る
へ

も
ち
ろ
ん
、
基

本
的
梧
利
以
外
の
権
利
も
同
紙
に
与
え
ら
れ
る
）
h

れ
よ
う
に
、
体
作
限
γ
／
リ

1
6プ
に
お
い
て
は
、
市
英
仏
的
デ
ュ
・
プ
ロ
ゼ
ス
心
ょ
う

な
側
佐
川
円
分
は
什
キ
し
は
い
り
て
う
あ

von

制
田
川
政
山
川

名
門
J
A

ア
プ
1
1
t
d？
と
h
b

パて？リ、

f
f
一

ー

：

t
i
l
－

－

t

政
財
ハ
り
十
よ
ψ
！
な
権
限
が
問
題
1

」ヘホる
υ

政
府
の
権
限
に
つ
い
て
4
7
る
こ
2
は
、
制

7：：米？］れて.，，ない椿ギljCl（詳；入j

間
院
政
附
一
一

2
4
4
E
J
C
2
3
2
2片一

の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
い

F
な
わ
ち
、
制
限
政

H
に
お
け
る
政
的
は
中
権
主
た
る
同
氏
に

一
心
の
領
成
で
の
み
行
動
で
き
、
そ
れ
以
外
の
領
域
で
は
行
動
で
き
な
い

ー
に
の
権
限
E
H
N
H
Uさ
れ
、

持間以
v

ゾ
U
7

チ
は

り
憲
法
l
列
挙
さ
れ
し
い
立
い
権
利
す
政
府
の
権
限
（
制
約
」

か
ら
γ
ブ
ロ
｝

J
J

し
、
正
当
仕
政
府
心
持
叫
に
限
界
中
～
設
定
1
1

げ
の
川

こ
う
側
に
出
円
心
刑
制
域
を
設
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
注
限
ア
ア
ロ
ー
ヰ
目
、
政
羽
の
制
約
の
お
ζ
ば
な
い
川
口
！
の
沼
山
崎
山
L

確
保
｝
ノ
ょ
う

／
）
し
小
人
山
吋
川
山
山
政
引
の
考
え
y
ふ
ん
ム
了
u

る
も
の
で
ふ
ぬ
る
。

山
川
内
脱
政
材
、

ヰ
ナ
延
長
一
ゾ

i
；
ν
 

」
／
亦
め
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
法
y

午
け
一
一
心
決
定
権
に
立
ー
す
る
議
論
は
、

山
氏
社
会

η
必旬、
v
L

か
、
り
す
れ
ば
、

は
、
月
三
判
決
で
認
め
ら
れ
に
妊
娠
山
中
総
の
プ
ラ
ノ
パ
シ
l

以
下
U
よ
う
に
批
判
が
な
さ
、
れ
司
令
c

憲
法
心
規
ど
占
め
る
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し
は
制
定
者
↓
の
玄
凶
か
、
？
も
、

政
治
参
班
ζ

も
ん
代
関
係
で
あ
る
た
め
に

P
ア
L
2
3
c
L
足
立
判
決
か
、
つ
3
0
1上
当

そ
し
て
さ
っ
ピ
ば
、

化
で
き
ず
、
ワ
フ
ィ
バ
、
ン
ー
の
保
利
に
間
同
「
る
も
の
に
は
な
く
、
王
山
で
は
な
い
y
し
す
る
υ

1

J

か
し
、
ご

て
、
先
に
ふ
れ
ん

J、
l附

（ヰ
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